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(57)【要約】
【課題】冷凍・冷蔵ショーケースの庫内温度の上昇の程
度に応じて温度警報を発報するタイミングを調整し、温
度警報の発報が遅れることや温度警報が発報されないこ
とが原因となる商品の傷みを抑制する。
【解決手段】冷凍・冷蔵ショーケースの庫内温度を測定
する工程と、庫内温度が予め設定した警報温度以上に上
昇したことを判定する工程と、庫内温度が警報温度以上
に上昇してからの経過時間毎にその経過時間に対して警
報温度と庫内温度との温度差に応じて予め設定した掛け
率を掛けた修正経過時間を求める工程と、修正経過時間
を積算して積算修正経過時間を求める工程と、積算修正
経過時間が予め設定した警報発報積算時間に到達したこ
とを判定する工程と、積算修正経過時間が警報発報積算
時間に到達した場合に温度警報を発報する工程と、を有
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷凍・冷蔵ショーケースの庫内温度を測定する工程と、
　前記庫内温度が予め設定した警報温度以上に上昇したことを判定する工程と、
　前記庫内温度が前記警報温度以上に上昇してからの経過時間毎にその経過時間に対して
前記警報温度と前記庫内温度との温度差に応じて予め設定した掛け率を掛けた修正経過時
間を求める工程と、
　前記修正経過時間を積算して積算修正経過時間を求める工程と、
　前記積算修正経過時間が予め設定した警報発報積算時間に到達したことを判定する工程
と、
　前記積算修正経過時間が前記警報発報積算時間に到達した場合に温度警報を発報する工
程と、
を有することを特徴とする冷凍・冷蔵ショーケースの温度警報発報方法。
【請求項２】
　前記警報温度として、基準警報温度とこの基準警報温度より低い下限警報温度とを設定
し、
　前記庫内温度が前記下限警報温度以上に上昇した場合と前記基準警報温度以上に上昇し
た場合とで前記掛け率の値を変え、前記庫内温度が前記下限警報温度以上に上昇した場合
の前記掛け率の値より前記庫内温度が前記基準警報温度以上に上昇した場合の前記掛け率
の値を大きくしていることを特徴とする請求項１記載の冷凍・冷蔵ショーケースの温度警
報発報方法。
【請求項３】
　前記警報温度として、基準警報温度とこの基準警報温度より低い下限警報温度とこの基
準警報温度より高い上限警報温度とを設定し、
　前記庫内温度が前記基準警報温度である場合には、前記掛け率の値を“１”とし、
　前記庫内温度が前記下限警報温度以上であって前記基準警報温度未満の場合には、前記
掛け率の値を“１”より小さい値で比例変化させ、
　前記庫内温度が前記基準警報温度より大きく前記上限警報温度以下である場合には、前
記掛け率の値を“１”より大きい値で比例変化させることを特徴とする請求項１記載の冷
凍・冷蔵ショーケースの温度警報発報方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍・冷蔵ショーケースの庫内温度が上昇した場合に温度警報を発報するよ
うにした冷凍・冷蔵ショーケースの温度警報発報方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗では、商品を陳列する機器
として冷凍・冷蔵ショーケースが使用されている。これらの冷凍・冷蔵ショーケースでは
、何らかの不具合により商品陳列室内の温度（庫内温度）が許容温度以上に上昇すると、
陳列されている商品が傷んでしまう。そこで、庫内温度が許容温度より高い或る一定温度
（警報温度）以上に上昇した場合には温度警報を発報し、ユーザーに庫内温度の上昇を伝
えるようにしている。但し、庫内温度が警報温度に上昇した場合に直ちに温度警報を発報
すると、冷却器の除霜時や商品陳列室内への商品陳列作業時における庫内温度の上昇によ
っても温度警報が発報されることになる。このような除霜時や商品陳列作業時における庫
内温度の上昇は、冷凍・冷蔵ショウケースの不具合に伴う温度上昇ではないため、温度警
報を発報しないようにすることが望ましい。そこで、温度警報の発報を、庫内温度が警報
温度以上に上昇し、かつ、その状態が一定の経過時間（遅延時間）を経過した場合に行う
ことが一般的である。そして、除霜時や商品陳列時の温度上昇等のショーケースの不具合
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でない温度上昇時に温度警報を発報させないようにするためには、警報温度を高めに設定
し、遅延時間長めに設定する必要がある。
【０００３】
　また、冷凍・冷蔵ショーケースの管理を集中管理盤を用いて行い、庫内温度の上昇等の
不具合が発生した場合に警備会社、メンテナンス会社、自社メンテナンス部門等に温度警
報を含む各種の警報を発報するようにした場合において、警備会社、メンテナンス会社、
自社メンテナンス部門等ごとに温度警報を発報する条件である警報温度や遅延時間を夫々
異なる値に設定したものが知られている（下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２４２７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来行われている温度警報の発報方法、即ち、庫内温度が警報温度以上
に上昇し、かつ、庫内温度が警報温度に上昇してから一定の遅延時間を経過した後に温度
警報を発砲する方法では、温度警報を発報するタイミングが遅れ、冷凍・冷蔵ショーケー
スの商品陳列室内に陳列されている商品が温度上昇により傷んでしまう場合がある。
【０００６】
　さらに、従来行われている温度警報の発報方法では、商品陳列室内の温度が許容温度以
上に上昇しても警報温度以下であると、その状態が長時間続いても温度警報が発報されな
いことになり、商品陳列室内に陳列されている商品が傷んでしまう。
【０００７】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、冷凍・
冷蔵ショーケースの庫内温度の上昇の程度に応じて温度警報を発報するタイミングを調整
し、温度警報の発報が遅れることや温度警報が発報されないことが原因となる商品の傷み
を抑制することができる冷凍・冷蔵ショーケースの温度警報発報方法を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る冷凍・冷蔵ショーケースの温度警報発報方法は、冷凍・冷蔵ショーケース
の庫内温度を測定する工程と、前記庫内温度が予め設定した警報温度以上に上昇したこと
を判定する工程と、前記庫内温度が前記警報温度以上に上昇してからの経過時間毎にその
経過時間に対して前記警報温度と前記庫内温度との温度差に応じて予め設定した掛け率を
掛けた修正経過時間を求める工程と、前記修正経過時間を積算して積算修正経過時間を求
める工程と、前記積算修正経過時間が予め設定した警報発報積算時間に到達したことを判
定する工程と、前記積算修正経過時間が前記警報発報積算時間に到達した場合に温度警報
を発報する工程と、を有する。
【０００９】
　また、前述の冷凍・冷蔵ショーケースの温度警報発報方法において、前記警報温度とし
て、基準警報温度とこの基準警報温度より低い下限警報温度とを設定し、前記庫内温度が
前記下限警報温度以上に上昇した場合と前記基準警報温度以上に上昇した場合とで前記掛
け率の値を変え、前記庫内温度が前記下限警報温度以上に上昇した場合の前記掛け率の値
より前記庫内温度が前記基準警報温度以上に上昇した場合の前記掛け率の値を大きくして
いることが望ましい。
【００１０】
　また、前述の冷凍・冷蔵ショーケースの温度警報発報方法において、前記警報温度とし
て、基準警報温度とこの基準警報温度より低い下限警報温度とこの基準警報温度より高い
上限警報温度とを設定し、前記庫内温度が前記基準警報温度である場合には、前記掛け率
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の値を“１”とし、前記庫内温度が前記下限警報温度以上であって前記基準警報温度未満
の場合には、前記掛け率の値を“１”より小さい値で比例変化させ、前記庫内温度が前記
基準警報温度より大きく前記上限警報温度以下である場合には、前記掛け率の値を“１”
より大きい値で比例変化させることが望ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る冷凍・冷蔵ショーケースの温度警報発報方法によれば、庫内温度が警報温
度以上に上昇した場合に、警報温度に上昇してからの経過時間毎にその経過時間に予め設
定されている掛け率を掛けた修正経過時間を求め、修正経過時間を積算した積算修正経過
時間が予め設定されている警報発報積算時間に到達した場合に温度警報が発報される。そ
して、掛け率は警報温度と庫内温度との温度差に応じた値に設定されている。このため、
警報温度を低い温度に設定し、さらに、庫内温度が警報温度に近い場合には掛け率の値を
小さくするとともに庫内温度が警報温度から離れて上昇するにつれて掛け率の値を大きく
することにより、庫内温度が上昇するにつれて修正経過時間が大きくなるとともに積算修
正経過時間が急激に大きくなって警報発報積算時間に迅速に到達し、温度警報が迅速に発
報されるので、庫内温度の上昇に伴う商品の傷みを抑制することができる。さらに、警報
温度を低い温度に設定することにより、庫内温度が低い温度であってもその庫内温度が警
報温度を超えている場合には積算修正経過時間が次第に増大するとともにやがて警報発報
積算時間に到達して温度警報が発報されるので、庫内温度が従来では温度警報の発報対象
とならない低い温度の場合でも温度警報を発報させることができ、庫内温度が低い温度に
上昇してその状態が継続された場合であっても商品が傷むということを抑制することがで
きる。
【００１２】
　また、警報温度として、基準警報温度とこの基準警報温度より低い下限警報温度とを設
定し、庫内温度が下限警報温度以上に上昇した場合と基準警報温度以上に上昇した場合と
で掛け率の値を変え、庫内温度が下限警報温度以上に上昇した場合の掛け率の値より庫内
温度が基準警報温度以上に上昇した場合の掛け率の値を大きくしている。このため、庫内
温度が基準警報温度以上に上昇した場合には、積算修正経過時間が急激に大きくなって警
報発報積算時間に迅速に到達するとともに温度警報が迅速に発報されるので、庫内温度の
上昇に伴う商品の傷みを抑制することができる。さらに、庫内温度が下限警報温度以上に
は上昇したが基準警報温度以上には上昇しない場合でも、その状態が継続した場合には積
算修正経過時間が次第に増大するとともにやがて警報発報積算時間に到達して温度警報が
発報されるので、庫内温度が基準警報温度未満であって下限警報温度以上の低い温度に上
昇してその状態が継続された場合であっても商品が傷むということを抑制することができ
る。
【００１３】
　また、警報温度として、基準警報温度とこの基準警報温度より低い下限警報温度とこの
基準警報温度より高い上限警報温度とを設定し、庫内温度が基準警報温度である場合には
、掛け率の値を“１”とし、庫内温度が下限警報温度以上であって基準警報温度未満の場
合には、掛け率の値を“１”より小さい値で比例変化させ、庫内温度が基準警報温度より
大きく上限警報温度以下である場合には、掛け率の値を“１”より大きい値で比例変化さ
せている。このため、庫内温度が基準警報温度以上に上昇した場合には、積算修正経過時
間が急激に大きくなって警報発報積算時間に迅速に到達するとともに温度警報が迅速に発
報されるので、庫内温度の上昇に伴う商品の傷みを抑制することができる。さらに、庫内
温度が下限警報温度以上には上昇したが基準警報温度以上には上昇しない場合でも、その
状態が継続した場合には積算修正経過時間が次第に増大するとともにやがて警報発報積算
時間に到達して温度警報が発報されるので、庫内温度が基準警報温度未満であって下限警
報温度以上の低い温度に上昇してその状態が継続された場合であっても商品が傷むという
ことを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本発明の一実施形態の冷蔵ショーケースを示すブロック図である。
【図２】庫内温度が下限警報温度、基準警報温度、上限警報温度と次第に上昇する場合に
おける温度警報の発報タイミングを説明するグラフである。
【図３】庫内得温度が下限警報温度以上に上昇するが基準警報温度以上に上昇しない場合
の温度警報の発報タイミングについて説明するグラフである。
【図４】警報温度（下限警報温度、基準警報温度、上限警報温度）と庫内温度との温度差
に応じて設定した掛け率の変化について示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の一実施形態について、図面に基づいて説明する。図１は、冷蔵ショーケース１
の商品陳列室内の温度（庫内温度）の上昇時に温度警報を発報するシステムを示すブロッ
ク図であり、冷蔵ショーケース１には庫内温度を測定する温度センサ２が設けられ、この
温度センサ２は制御装置３に接続されている。制御装置３は、冷蔵ショーケース１を管理
する事務室等に設置されている。なお、冷蔵ショーケースには冷却器を含む冷凍装置が設
けられ、この冷凍装置により冷蔵ショーケース１の庫内温度が調整されている。
【００１６】
　制御装置３には、経過時間を測定するタイマ４と、各種のデータを記憶する記憶部５と
、記憶部５に記憶されたデータと温度センサ２で測定した庫内温度とタイマ４で測定した
時間とに基づいて各種の演算を行う演算部６と、演算部６での演算結果に応じて温度警報
を発報する温度警報発報部７とが設けられている。
【００１７】
　記憶部５に記憶されているデータとしては、予め設定した警報温度（下限警報温度、基
準警報温度、上限警報温度）や、庫内温度が警報温度以上に上昇してからの経過時間毎に
その経過時間から修正経過時間を求める場合に使用する掛け率等の固定データと、経過時
間に掛け率を掛けることにより得られた修正経過時間を積算した積算修正経過時間である
可変データ等がある。
【００１８】
　ここで、下限警報温度を８℃、基準警報温度を１２℃、上限警報温度を１６℃に設定し
た場合における本発明の温度警報の発報と、基準警報温度を警報温度として庫内温度がそ
の警報温度に上昇してから一定の遅延時間の経過後に温度警報を発報する従来例とについ
て、図２ないし図４に基づいて説明する。なお、図２は、庫内温度が下限警報温度、基準
警報温度、上限警報温度と次第に上昇する場合について示しており、図３は、庫内温度が
下限警報温度よりは上昇するが基準警報温度（従来例の警報温度）には上昇しない場合に
ついて示している。
【００１９】
　また、図４は、警報温度（下限警報温度、基準警報温度、上限警報温度）と庫内温度と
の温度差に応じて設定した掛け率の変化について示している。この掛け率の値は、庫内温
度が基準警報温度（１２℃）である場合には“１”、庫内温度が下限警報温度以上であっ
て基準警報温度未満の場合には、１よれ小さい値で比例変化し、庫内温度が基準警報温度
より大きく上限警報温度以下である場合には、“１”より大きい値で比例変化するように
設定されている。
【００２０】
　このような構成において、冷蔵ショーケース１の庫内温度は温度センサ２により測定さ
れており、測定結果は制御装置３の演算部６に入力されている。演算部６では、庫内温度
が下限警報温度以上に上昇したか否かの判定が行われ、庫内温度が下限警報温度に上昇し
たと判定された場合には一定の経過時間毎（例えば、１分毎）にその経過時間に掛け率を
掛けた修正経過時間が演算される。さらに、演算部６では、修正経過時間を積算すること
により積算修正経過時間が求められ、積算修正経過時間が警報発報積算時間に到達したか
否かが判定され、警報発報積算時間に到達した場合には、温度警報発報部７に対して温度
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警報を発報する信号を出力し、温度警報発報部７から温度警報が発報される。
【００２１】
　庫内温度が基準警報温度より低い場合には、修正経過時間を求めるための掛け率が“１
”より小さいので、修正経過時間は実際の経過時間の値より小さくなり、その修正経過時
間を積算した積算修正経過時間の上昇は緩やかになる。
【００２２】
　一方、庫内温度が基準警報温度より上昇した場合には、修正経過時間を求めるための掛
け率が“１”より大きくなるとともに、その掛け率は庫内温度が上昇するにつれて次第に
大きくなる。このため、庫内温度が上昇するにつれて修正経過時間を積算した積算修正経
過時間は急激に大きくなり、警報発報積算時間に迅速に到達するとともに温度警報が迅速
に発報される。このため、庫内温度が基準警報温度より上昇した場合には、従来例の温度
警報の発報方法、即ち、庫内温度が警報温度に上昇してから一定の遅延時間が経過した後
に温度警報を発報する方法に比べて、温度警報を発報する時間が“Ｔ”短くなる。これに
より、庫内温度の上昇に伴う商品の傷みを抑制することができる。
【００２３】
　つぎに、図３に示したように、庫内温度が下限警報温度以上には上昇したが基準警報温
度以上には上昇しない場合でも、その状態が継続することにより修正経過時間を積算した
積算修正経過時間が求められ、この積算修正経過時間はやがて警報発報積算時間に到達し
て温度警報が発報される。このため、庫内温度が基準警報温度未満であって下限警報温度
以上の低い温度に上昇してその状態が継続された場合に、温度警報が発報されずに商品が
傷むということを抑制することができる。従来例の温度警報発報方法によれば、庫内温度
が警報温度に到達しない場合には、温度警報が発報されない。
【００２４】
　なお、本実施の形態では、温度警報発報方法を冷蔵ショーケースに適用した場合を例に
挙げて説明したが、この温度警報発報方法を冷凍ショーケースに適用してもよい。
【符号の説明】
【００２５】
　　１　　冷蔵ショーケース
　　２　　温度センサ
　　３　　制御装置
　　４　　タイマ
　　５　　記憶部
　　６　　演算部
　　７　　温度警報発報部
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